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畿
學
　
・

昭
和
三
十
年
三
月
陶
日
（
火
曜
日
）
　
　
　
第
三
＋
士
号

浪
速
大
學
事
務
局

規
　
　
　
　
　
　
　
　
則

六
　
学
生
の
補
導
厚
生
に
関
す
る
事
項
ヒ
　
学
生
の
懲
戒
に
関
す
る
事
項

浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
教
授
会
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

八
　
学
術
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項

　
　
　
昭
和
三
十
年
二
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浪
速
大
学
長
　
　
　
　
堀
　
　
場
　
　
信
浪
速
大
学
規
則
第
四
十
号

吉

部
長
は
新
払
授
△
酉
の
音
冒
兄
を
聞
か
な
け
れ
一
ば
な

浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
教
授
会
規
程

一
　
予
算
の
薪
規
要
求
に
関
す
る
事
項

第
一
条
　
教
授
会
に
関
す
る
事
項
は
、
浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
学
則
に
定
め
る
も
の
　
の
外
、
こ
の
規
程
に
よ
る
。

二
　
本
学
部
の
予
算
執
行
に
関
す
る
事
項
三
　
そ
の
他
部
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

第
二
条
　
教
授
会
は
、
本
学
部
専
任
の
教
授
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

第
七
条

部
長
が
事
故
の
た
め
教
授
会
に
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
部
長
の

2
　
部
長
は
、
教
授
会
の
承
認
を
得
て
、
専
任
の
助
教
授
又
は
常
勤
講
師
を
教
授
会
に
加
え

指
名
し
た
も
の
が
議
長
と
な
っ
て
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
教
授
会
は
、

構
成
員
三
分
の
二
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き

3
　
前
項
に
よ
る
助
教
授
及
び
講
師
は
、
人
事
に
関
す
る
事
項
を
議
決
す
る
場
合
に
は
、

こ

な
い
。

れ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

柵
弟

繽
�
@
　
教
授
△
試
構
成
員
三
分
の

H
以
上
の
も
の
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
部
長

第
三
条
　
教
授
会
畠
席
者
の
身
上
に
関
す
る
事
項
を
議
す
る
場
合
に
は
、
議
長
は
、

そ
の

は
会
議
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
の
退
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
議
決
は
、

出
席
者
の
過
牛
数
で
決
め
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
特
に
重
要
事

第
四
条
　
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
条
の
構
成
員
以
外
の
職
員
を

項
議
決
の
場
合
は
、

出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
授
会
に
出
席
さ
せ
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

表
決
に
加
え
る
こ

第
十
一
条
飴
学
、

出
張
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
引
続
き
二
か
月
以
上
教
授
会
に
出
席
で

と
が
で
き
な
い
。

き
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
期
間
、
そ
の
者
を
構
成
員
の
員
数
か
ら
除
外
す
る
こ
と

第
五
条
　
教
授
会
は
、
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

が
で
き
る
。

一
　
部
長
及
び
評
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
点
畢
項

第
十
二
条
部
長
は
、

教
授
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
指
名
す
る
事
務
職
員
を
出
席
さ

二
　
本
∴
学
部
に
関
す
る
諸
規
期
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
事
項

せ
る
こ
之
が
で
き
る
Q

三
　
　
学
科
　
及
び
…
学
科
目
の
囎
に
類
並
び
に
編
成
に
閣
四
す
る
事
項

第
十
三
条

議
事
録
は
、
議
長
が
保
管
し
構
成
員
の
要
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し

四
　
学
生
の
成
績
評
価
に
関
す
る
事
項

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

五
　
入
学
、
退
学
、
転
学
、
転
科
、
休
学
及
び
卒
業
に
関
す
る
事
項

第
十
四
条

本
規
程
実
施
に
関
す
る
細
則
は
、
教
授
会
の
承
認
を
経
て
、
部
長
が
之
を
定
め

一



る
。　

　
　
附
　
　
　
　
　
　
　
則

こ
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
長
選
考
内
規
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
Q

昭
和
三
十
年
二
月
八
日

浪
速
大
学
規
則
第
四
宰
一
号

浪
速
大
学
長

堀
　
　
場
　
　
信
　
　
吉

　
　
　
浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
長
選
考
内
規

第
一
条
　
浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
学
則
第
八
条
に
よ
る
部
長
の
選
考
は
、
こ
の
内
規

　
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
教
授
会
は
、
次
の
場
合
に
部
長
予
定
者
を
選
考
す
る
〇

　
一
　
部
長
任
期
満
了
の
と
き
Q

　
二
　
部
長
が
辞
任
を
申
し
出
た
と
き
〇

　
三
　
部
長
が
欠
け
た
と
き
。

第
三
条
　
部
長
予
定
者
の
選
考
は
、
任
期
が
満
了
す
る
場
合
は
そ
の
三
十
U
前
ま
で
に
、

　
辞
任
を
申
し
出
た
と
き
叉
は
欠
員
と
な
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
行
う
。

第
四
条
　
教
授
会
は
、
本
学
部
専
任
の
教
授
、
助
教
授
及
び
常
勤
講
師
に
、
部
長
予
定
者

　
の
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
0

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
も
、
推
薦
さ
れ
た
候
補
者
以
外
の
者
に
つ
き
、
選
挙
す
る
も
妨

　
げ
な
い
。

第
五
条
　
部
長
予
選
者
の
選
考
は
、
選
挙
に
よ
る
も
の
と
す
る
Q

第
六
条
　
教
授
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
の
期
日
及
び
場
所
を
殺
め
て
、
選
挙
萱
格
を
有

　
す
る
者
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
選
挙
資
格
を
有
す
る
者
は
、
前
条
通
告
の
日
に
、
本
学
部
の
教
授
で
あ
る
者
と

　
す
る
Q

2
　
選
挙
資
格
を
有
し
て
い
た
者
が
、
選
挙
の
日
ま
で
に
教
授
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
選

　
挙
資
格
を
失
う
Q

第
八
条
　
被
選
挙
資
絡
を
有
す
る
者
は
、
本
学
部
ま
た
は
本
学
の
教
授
で
あ
る
者
と
す
る
。

二

第
九
条
　
部
長
選
挙
に
関
す
る
事
務
は
、
教
授
会
が
管
理
す
る
。

第
十
条
　
教
授
会
は
、
選
出
さ
れ
た
部
長
予
定
者
を
学
長
に
報
告
す
る
Q

　
　
　
　
附
　
　
　
　
　
　
　
則

－
　
こ
の
内
規
は
、
昭
和
．
三
十
年
蝋
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
0

2
　
こ
の
内
規
施
行
の
際
、
現
に
部
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
そ
の
任
命
又
は
選
挙
さ
れ
た
臼

　
を
も
っ
て
、
こ
の
内
規
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

浪
速
大
学
入
学
一
試
験
運
営
丞
ハ
昌
ハ
ム
謝
規
程
を
次
の
よ
う
に
崇
西
め
る
。

昭
和
三
十
年
三
月
一
日

浪
速
大
学
規
則
第
四
十
二
号

浪
速
大
学
長

堀
　
　
場
　
　
儒
　
　
吉

　
　
　
浪
速
大
学
入
学
試
験
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
　
本
学
の
入
学
試
験
に
関
す
る
企
画
な
ら
び
に
実
施
の
円
滑
を
期
す
る
た
め
に
、

　
浪
速
大
学
入
学
試
験
運
営
委
員
会
（
以
下
委
員
会
と
い
う
Q
）
を
お
く
O

第
二
条
　
委
員
会
は
、
各
学
部
（
短
期
大
学
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
Q
）
長
、
各
学
部
選

　
出
の
教
授
一
名
父
は
教
務
委
員
長
、
事
務
局
長
お
よ
び
学
生
部
長
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

第
三
条
　
委
員
は
学
長
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

第
四
条
委
員
会
に
委
員
長
、
副
委
員
長
各
一
名
を
お
く
Q

　
　
委
員
長
は
学
長
を
も
つ
て
充
て
、
副
委
員
長
は
委
員
中
よ
り
毎
年
委
員
会
の
同
意
を
得

　
て
、
長
門
が
こ
れ
を
命
ず
る
Q

第
五
条
　
委
ロ
貝
の
任
期
は
一
年
と
し
重
任
を
麟
醒
げ
由
な
い
0

2
　
中
途
吏
迭
の
場
合
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
聞
と
す
る
。

第
六
条
　
委
員
長
は
会
議
を
招
集
し
て
そ
の
議
長
と
な
る
。

　
　
副
委
員
長
は
委
員
長
不
准
の
と
き
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
Q

第
七
条
　
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
各
種
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
専
門
委
員
は
、
委
員
長
が
こ
れ
を
委
囑
す
る
。

　
　
　
　
附
　
　
　
　
　
　
　
則

　
一
　
こ
の
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
Q

　
二
　
こ
の
規
程
施
行
の
平
帯
に
浪
速
大
学
入
学
試
験
委
員
で
あ
る
も
の
は
、
こ
の
規
程
に



よ
り
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
但
し
、
そ
の
任
期
は
、

ら
ず
、
次
年
度
委
員
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
と
す
る
。

第
五
条
の
規
｛
疋
に
か
か
わ

　
浪
速
大
学
学
位
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
　
昭
和
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浪
速
大
学
長
　
　

堀
　
場
　
信
　
吉

　
浪
速
大
学
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　
浪
速
大
学
学
位
規
程

　
（
目
　
　
　
的
）

第
　
一
条
　
こ
の
規
程
は
、
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
十
一
条
の

　
規
定
に
基
い
て
、
本
学
の
学
位
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
Q

　
（
学
位
の
種
類
）

第
二
条
　
本
学
が
授
与
す
る
学
位
は
、
博
士
及
び
修
士
と
し
、
そ
の
橿
類
は
別
に
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
学
位
授
与
の
薪
女
仕
日
）

第
三
条
　
修
士
の
学
位
は
、
大
学
院
修
士
課
程
に
二
年
以
上
在
学
し
、
所
定
の
科
目
に
つ

　
い
て
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
博
士
の
学
位
は
、
博
士
の
課
程
に
三
年
以
上
在
学
し
、

　
所
定
の
科
目
に
つ
い
て
二
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
研
究
科
委
員
会
（
以
下
委
員
会
と
い

　
う
。
）
の
行
う
学
位
論
文
の
審
査
及
び
葺
石
試
験
に
合
格
し
た
者
に
授
与
す
る
0

2
博
士
の
学
位
に
限
り
、
前
項
に
定
め
る
博
士
諜
程
を
経
ず
し
て
、
博
士
論
宗
を
提
出

　
し
、
委
員
会
の
行
う
論
文
審
査
及
び
試
験
に
合
格
…
し
た
者
に
対
し
て
も
、
授
与
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
（
学
位
論
文
の
提
出
）

第
四
条
修
士
の
学
位
論
文
審
査
を
申
請
し
う
る
者
は
、
大
学
院
荘
学
者
で
、
す
で
に
所

　
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者
叉
は
論
文
審
査
の
絡
了
ま
で
に
所
定
の
単
位
を
修
得
し
う
る
見

　
込
あ
る
者
に
限
る
Q

第
五
条
　
前
条
に
よ
り
学
位
論
文
の
審
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
論
文
に
申
請
書

　
を
添
え
て
、
当
該
研
究
科
長
へ
提
出
す
る
も
の
と
す
る
0

2
　
学
位
論
文
は
、
主
論
文
一
編
と
す
る
。
但
し
、
参
考
論
文
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
論
語
提
出
の
期
限
は
、
当
該
研
究
科
で
定
め
る
Q

4
　
い
っ
た
ん
提
出
し
た
論
文
は
返
付
し
な
い
。

第
六
条
　
論
文
の
用
語
は
、
各
委
員
会
で
定
め
る
。

　
（
思
掌
位
弧
醐
文
の
審
一
手
【
及
び
鼠
取
絡
試
験
）

第
七
条
　
学
位
論
文
の
審
査
は
、
各
委
員
会
に
お
い
て
そ
の
専
攻
に
応
じ
て
審
査
委
員
会

　
を
設
け
て
こ
れ
を
行
う
0

2
　
審
査
委
員
会
は
、
当
該
専
攻
課
程
の
指
導
教
授
を
主
査
と
し
、
他
に
委
員
会
の
指
定
す

　
る
教
授
二
名
以
上
（
以
下
審
査
委
員
と
い
う
Q
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
但
し
、
必
要
が

　
あ
れ
ば
助
教
授
叉
は
講
師
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
　
審
査
委
員
は
、
前
条
論
丈
の
審
査
と
同
時
に
論
文
を
磁
心
と
し
て
そ
の
関
連
科

　
目
に
つ
い
て
最
絡
試
験
を
行
う
0

2
古
葉
試
験
は
、
口
頭
及
び
筆
答
試
問
と
す
る
O

第
九
条
　
審
査
委
員
会
は
、
論
文
審
査
の
結
果
及
び
最
終
試
験
の
成
績
を
委
員
会
に
報
告

　
す
る
。

第
十
条
　
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
論
文
の
副
本
、
邦
訳
又
は
模
型
、

　
標
本
等
を
提
出
さ
せ
、
場
合
に
よ
わ
論
丈
提
出
者
に
対
し
て
、
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
説

　
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
　
委
員
会
は
、
審
査
委
員
会
の
報
告
に
基
い
て
学
位
論
文
及
び
最
絡
試
験
の
合
否

　
を
判
定
す
る
。

第
十
二
条
　
前
条
に
よ
り
合
否
を
決
定
す
る
場
合
は
、
委
員
三
分
の
二
以
上
出
席
し
、
出
席

　
委
員
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

第
十
三
条
　
委
員
会
に
お
い
て
合
否
を
決
定
し
た
場
合
、
研
究
科
長
は
、
論
文
に
審
査
の
要

　
旨
及
び
最
絡
試
験
の
成
績
を
添
付
し
、
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
但
し
、
不

　
合
格
の
も
の
に
つ
い
て
は
審
査
の
要
旨
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
学
位
の
授
与
）

第
十
四
条
学
位
の
授
与
は
、
別
に
定
め
る
様
武
の
学
位
記
を
交
付
す
る
。

　
（
学
位
の
名
称
）

第
十
五
条
　
本
単
か
ら
学
位
の
授
与
を
受
け
た
者
が
学
位
の
名
称
を
用
う
る
場
合
は
、
次
の

　
よ
う
に
本
学
名
を
附
記
す
る
も
の
と
す
る
Q

　
　
O
O
修
士
（
浪
速
大
学
）
又
は
○
○
博
士
（
浪
速
大
学
）

　
（
学
位
授
与
の
取
沿
…
）

第
十
六
条
不
正
の
方
法
に
よ
っ
て
学
位
の
授
与
を
受
け
た
事
実
が
あ
る
と
判
明
し
た
と

三



四

様
式
唄

大
　
　
学
　
　
名

免
許
状
の
種
類

免
許
教
科
の
種
類

様
式
二

浪
　
　
速
　
　
大
　
　
学

中
学
校
教
識
免
許
状

数
学
、
理
科
、
職
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚
辞
　
　
　
　
令

高
等
学
校
教
識
免
許
状

数
学
、
理
科
、
農
業
、
工
業

第
一
部

中
学
校
教
論
免
許
状

職
業

浪
速
大
学
工
業
短
期
大
学
部

高
箋
校
教
士
許
状
　
融
業

中
学
校
教
論
免
許
状

職
業

第
二
部

高
等
学
校
教
識
免
許
状

工
業

中
学
校
教
識
免
許
状

理
科
、
職
業

浪
速
大
学
農
業
短
期
大
学
部
　
　
　
　
　
　
　
一

高
等
学
校
教
識
免
許
状

理
科
、
工
業

様
式
三

農
短
　
文
部
省
告
示
第
百
号
　
昭
和
二
九
、
隅
二
、
七
　
官
報
磁
文
薯
告
示
第
三
号
昭
和
三
・
、
二
、
八
官
報

‘
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
か
ね
て


